佐用町土づくりセンター
指定管理者募集要項
令和８年１月
兵庫県佐用郡佐用町
１　指定管理者選定の目的
佐用町土づくりセンターは、畜産業に伴う公害を防止し、堆肥の適正処理及び有効活用を行いながら、地域福祉の増進及び一次産業の発展を図るために設置されました。
　　　現在は末包牧場内の牧場から出る牛糞処理を行い、堆肥の生産及び販売を行っていま
　　す。今後も安定的、継続的に畜産業に伴う公害を防止しつつ、良質な堆肥の生産及び有効
　　活用を図るために、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、佐用
　　町公の施設の指定管理者の指定等に関する条例（平成１７年条例第２１２号）第２条及び
　　佐用町土づくりセンター条例（平成１７年条例第１２８号）第４条の規定により、指定管
　　理者の募集を行います。

２　管理施設
　　　名　称　　佐用町土づくりセンター

　　　所在地　　兵庫県佐用郡佐用町末包７４５番地
３　管理備品
	種類
	数量

	　ホイールローダ　　　　ZW100
	１

	　フォークリフト　　コマツ　FD15T－15
	１


　　
４　指定管理者が行う業務の範囲
　　（１）牛糞処理に関する業務
　　（２）土づくりセンターの利用及びその制限に関すること
　　（３）土づくりセンターの利用料金の徴収に関すること
　　（４）土づくりセンターの維持管理に関すること

　　（５）その他設置の目的を達成するために必要な業務

５　施設の利用料金について
本施設に係る利用料金は条例に規定されており、指定管理者の収入とします。
　
	区分
	料金

	家畜糞処理
（乳用牛）
	１頭当たり
（年額）
	２歳未満
	4,000円

	
	
	２歳以上
	12,000円

	家畜糞処理
	２ｔ車１台当たり
	1,000円


６　自主事業について
指定管理者は、本施設の設置目的に合致し、かつ運営に支障を及ぼさない範囲において、自己の責任と費用により、佐用町土づくりセンターを活用して任意に事業（自主事業）を
実施することができます。
７　指定期間
　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとします。ただし、指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消し、又は業務の停止を命ずる場合があります。
８　指定管理に関する経費の支払い
　　　管理業務に要する経費（人件費、施設管理費、事務費等）については、利用料金及び町
　　から支払われる指定管理料により賄うこととなります。町は、管理業務に要する経費から
　　利用料金収入見込み額を差し引いた額を指定管理者に指定管理料として支払います。
　　　指定管理料の額は、申請時に提出いただく収支計画書において示された管理費用額を上
　　限として、予算の範囲内で、協定を締結して定めるものとします。
　　
９　施設及び備品の管理
　　　施設及び備品修繕等については、町と協議のうえ実施するものとしますが、原則として１件につき１０万円（消費税及び地方消費税を含む。）以上のものについては町が自己の費用と責任において実施するものとし、それ以外のものについては指定管理者が自己の費用
と責任において実施するものとします。

10　申請者の資格等　
　　　牛糞処理の能力を有する法人その他の団体（以下「団体」という。）であることが必要
　　です。
　　注）個人での応募はできません。
11　申請書類

　　（１）申請書
　　（２）管理に係る事業計画書
　　（３）管理に係る収支計画書
　　（４）当該団体の経営状況を説明する書類
　　（５）佐用町暴力団排除条例に関する誓約書

　　（６）その他町長が別に定める書類

12　申請の手続き
　　（１）申請受付期間

　　　　　　令和８年１月２３日から令和８年２月６日まで（土曜日、日曜日及び祝日
　　　　　　を除く）の午前８時３０分から午後５時１５分まで
　　（２）申請書提出先
　　　　　　佐用町農林振興課農林水産振興室　
　　　　　　〒679-5380　佐用町佐用2611番地1
　　　　　　電話　0790-82-0667　　担当　下尾
　　（３）申請書提出方法
　　　　　　郵送または持参
13　指定管理者の指定等
　　（１）指定管理者の候補者の選定
　　　　　　選定に当たっては、選定委員会を設置して審査を行います。提出された申請書に
より、次の選考基準に最も適合する申請者を指定管理者の候補者とします。
・利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図れるものであること。
・公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

・公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

・公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し
ており、又は確保できる見込みがあること。

　　（２）指定管理者の指定方法
　　　　　　指定管理者の候補者として選定された団体については、指定管理者として指定す
　　　　　　する議案を町議会に提出し、議決後に指定管理者として指定します。
14　協定及び引継ぎ等
　　（１）協定の締結
　　　　　　指定管理者として指定したあと、町と指定管理者は、次の事項に関して協定を締
　　　　　　結するものとします。
・指定期間に関する事項

・事業計画に関する事項

・利用料金に関する事項

・事業報告及び業務報告に関する事項

・佐用町が支払うべき管理費用に関する事項

・指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

・管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

・その他町長等が必要と認める事項

